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港湾分科会における指摘事項とその対応について
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航空

ＲｏＲｏ船

・フェリー

コンテナ船

１０日目９日目８日目７日目６日目５日目４日目３日目２日目１日目

各輸送モードによる日中間リードタイム

○荷主が貨物を日中間で輸送する際のスケジュールを輸送モード別に示したもの。
○陸上輸送・海上輸送・航空輸送部分については最適化が図られているが、諸手続の部分において不確実性があ

るため、スケジュールに予備日を設けて不測の事態に備えている。その為、通関部分での日数を多くとっている。
○なお、小口貨物の場合はバンニング・デバンニングを行う為、両地点で１日ずつ、合計２日余分にかかる。

バンニング
→陸上輸送

輸出通関・検査
→CY

CY→ 上海港発 → 海上輸送 → 東京港着 →CY
CY→輸入通関
→デバンニング

陸上輸送
→搬入

バンニング
→陸上輸送

輸出通関・検査
→CY

【輸入】上海→東京

CY→上海港発→海上輸送
→博多港着→CY

CY→輸入通関
→デバンニング

陸上輸送
→搬入

合計
8.5日

合計
6.5日

バンニング
→陸上輸送

輸出通関・検査
浦東空港発
→航空輸送
→成田空港着

輸入通関
→搬入

合計
4.0日

【輸出】東京→上海

▲2.0日

▲4.5日

航空

ＲｏＲｏ船

・フェリー

コンテナ船

１０日目９日目８日目７日目６日目５日目４日目３日目２日目１日目

合計
9.5日バンニング

→陸上輸送

資料：企業ヒアリングより国土交通省港湾局作成

輸出通関・検査
→CY

CY→ 東京港発 → 海上輸送 → 上海港着 →CY
CY→保税輸送→
輸入通関・検査

陸上輸送
→搬入

バンニング
→陸上輸送

輸出通関・検査
→CY

CY→博多港発→海上輸送
→上海港着→CY

▲2.5日

陸上輸送
→搬入

CY→保税輸送→
輸入通関・検査

合計
7.5日

バンニング
→陸上輸送

輸出通関→
成田空港発
→航空輸送
→浦東空港発

輸入通関・検査
陸上輸送
→搬入

合計
5.0日

▲2.0日

▲4.5日

▲2.5日
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中国における物流園区制度について

○保税区は、関税上は「海外」として扱われ、税法上では増値税の扱いは「国内」である一方、物流園区は関税上

も税法上も「海外」であるため、物流園区に搬入した段階で輸出とみなし、増値税の還付書類が発行される。

A社B社
原材料を仕入れ 製造した製品を

輸出（販売）

A社に増値税還付

加工メーカー原材料販売会社

物流園区

原材料
を輸出

香 港B社に増値税還付 ※香港等の第３国に輸出し、再輸入すると、A社は、原材料
の仕入れに係る増値税を支払う必要がなくなる。

“みなし輸出” ＝

B社に増値税還付

（参考）増値税とは

中国国内において、物品の販売や加工、修理、輸
入や補修役務の提供を行う場合に適用される税金。
付加価値税（Valued Added Tax）の一種。

税務当局へ
増値税を納付

（原材料販売分）
原材料代金＋増値税

税務当局へ
増値税を納付
（製品販売分）

製品代金

A社B社
原材料を仕入れ 製造した製品を

輸出（販売）

A社に増値税還付

加工メーカー原材料販売会社

原材料
を搬入

税務当局へ
増値税を納付

（原材料販売分）
原材料代金＋増値税

税務当局へ
増値税を納付
（製品販売分）

製品代金

原材料
を輸入

原材料
を搬出

２



臨海部物流拠点形成の必要性

東アジアとの物流が増加
消費財等のほとんどが港湾を経由して出入

東アジアとの物流が増加
消費財等のほとんどが港湾を経由して出入

＜臨海部物流拠点形成による物流効率化＞

・臨海部における流通加工、荷さばき等の実施、配送機能の集約による中間輸送等の削
減

・ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ、ﾌｪﾘｰ・ROROﾀｰﾐﾅﾙと一体となった物流拠点の形成による
ｼｰﾑﾚｽな物流の実現 （長大コンテナ、特殊シャーシによる運送 等）

・住宅等との分離による物流施設の夜間操業

＜臨海部物流拠点形成による物流効率化＞

・臨海部における流通加工、荷さばき等の実施、配送機能の集約による中間輸送等の削
減

・ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ、ﾌｪﾘｰ・ROROﾀｰﾐﾅﾙと一体となった物流拠点の形成による
ｼｰﾑﾚｽな物流の実現 （長大コンテナ、特殊シャーシによる運送 等）

・住宅等との分離による物流施設の夜間操業

プレス加
工

保管等

荷さばき
プレス加

工
検品・検針

補修

商品Ａ、Ｂ、
Ｃ

流通加工機能の集約効果
＜衣料品の流通イメージ＞

海外生産拠点 海外生産拠点

補修

検品・検針

臨海部物流拠点で
流通加工等を総合的に実
施

AfterBefore 流通過程での加工等を
各々の工場等で実施

保管
等

保管
等

海外生産拠点

商品Ａ、
Ｂ

商品
Ｃ 積合せ

商品Ａ、Ｂ、
Ｃ

Ａ

最終目的地毎に
商品を積合せて配送

AfterBefore

配送機能の集約効果
＜パソコン周辺機器等の流通イメージ＞

Ｂ Ｃ

海外生産拠点

Ａ Ｂ Ｃ

商品毎に異なる倉庫
を
用いて配送

３



接岸中の船舶が必要とする電力を、船内発電から陸上施設による供給に切り替えること（船舶版アイ
ドリングストップ）を推進することにより、港湾地域におけるCO2、SOX等の排出ガスを削減し、大気環
境の改善を図る。

【船舶版アイドリングストップのイメージ】

配電盤

受電設備

ケーブル

陸上電源

受・送電施設

ＣＯ２等

陸側接続盤

受・送電施設 陸上電源

ケーブル

船側接続盤

①今年度実施した接続実験等の検討結果を踏まえ、平成
19年度に環境省等と連携して大容量の通電実験を実施。

②安全性等を考慮した陸上電力供給施設の整備・運用に
係る手引書を作成。

→国際規格を作成しているISO等の議論に反映

①船舶等により排出される大気汚染物質の削減を目的
として船舶のアイドリングストップ（陸上施設による電
力供給）等の施策を推進。

②中国船をはじめ一部の大型コンテナ船に対する陸上
電力供給を実施中。

施策の効果

日本国内の全内航船がアイドリングストップを
実施した場合、東京ドーム約400個分に相当す
る年間100万トン程度のCO2が削減可能 等

ロサンゼルス港の動き

国際海事機関（IMO）等の動き

昨年３月に開催されたIMO海洋環境保護委員会(MEPC)
において、船舶からの大気汚染防止の観点からアイドリ
ングストップの必要性が議論。昨年10月に開催された
MEPCにおいて、まず陸上電力供給施設の国際規格を
作成することとし、その作業を国際標準化機構(ISO)に委
ねることが合意。
→本年夏頃に国際規格の草案が完成予定

国土交通省の対応

【船舶版アイドリングストップのイメージ】

船舶版アイドリングストップの推進
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地域の活性化と柔軟で豊かな社会の実現

みなとを核とした地域の活性化

情報発信

情報発信

拠点的施設

中心市街地

海洋性
レクレーションの振興

水上ネットワーク
の構築

（災害時にも対応）

水辺の賑わい空間の創出

倉庫等既存ストック
の有効活用

緑化等による
運河景観向上

遊歩道の整備に
よる回遊性向上

親水性向上

各種イベントや
ソフト施策の実施

◆施設整備と併せた社会実験等の実施による賑わい空間づくり
◆複数港の連携による交流拠点づくり
◆「みなとオアシス」の支援 等

緑地プロムナード 放置プレジャーボートの収容施設

旅客ターミナルを中心とした交流拠点

みなと振興交付金の活用イメージ

運河の魅力再発見プロジェクトのイメージ

◇みなとの観光交流の促進

・みなとの持つポテンシャルを活用し、周辺観光地との連
携を図りながら、地元ＮＰＯ・企業・行政等が一体となっ
たみなとの観光交流を促進

魅力ある観光地づくり

美しい地域づくり

汚泥への覆砂による水質改善のイメージ

汚泥

良質な砂で覆砂

◇良好な港湾景観の形成

・港湾施設や自然環境等が共存する港湾特有
の景観を活かした美しいみなとづくりを推進

◇自然環境の保全・再生・創出

◇クルーズの振興

・クルーズに関係する多様
な主体間の連携を密にし、
海外でのコンベンション出
展などによるクルーズ船
誘致や寄港地の魅力創
出を支援 クルーズ船の歓迎セレモニー

◇地域の経済と雇用への支援

・地域の経済と雇用を支援するため、地域特性
を活かした港湾機能の強化により、安定的か
つ低廉な国際・国内海上ネットワークを形成

◇運河の魅力再発見プロジェクト

・地域の個性を活かした水辺の賑わい空間づく
りや水上ネットワークの構築、防災機能の強
化等により「運河」を核とした魅力ある地域づく
りへの取り組みを支援

◇みなとオアシス

・みなとを核とし、市町村等が担い手と連携した
地域活性化の取り組みを認定制度により支援

◇地域の主体的な取組への支援

・知恵と工夫をこらし“みなと”の振興を通じて地
域の活性化を図る港湾所在市町村等の取り
組みを「みなと振興交付金」により支援

◇親水・交流拠点の形成

・港湾空間の緑化、歴史的資産の保存・活用、
海洋性レクリエーション拠点の形成等により個
性豊かで活力ある賑わい空間や親水・交流拠
点の形成を推進

地域の活性化を支え、柔軟で豊かな社会を実現するため、地域の特性を活かした港湾機能の強化を図るととも
に、みなとの資源を活かし、知恵と工夫をこらした地域の主体的な取り組みを支援。

・港湾空間における水環
境の改善、自然環境の
再生・創出により水質・
底質の改善、生態系の
保全等を推進
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